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（１／５） 
業務監査実施結果報告書 

事業者名 ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社 実施期間 令和７年１２月１７日、１８日 

検査箇所 本社、宮津駅、福知山駅、天橋立駅、西舞鶴駅 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

１．災害等異常時の対応・備え 

①列車運休に伴う情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・列車の運休や遅延が発生した場合の原因と対

応状況、計画運休、運転再開、代行バスなどの

運行情報を駅掲示、デジタルサイネージ、ホー

ムページやＳＮＳで案内している。 

・駅掲示、デジタルサイネージ、ホームページ、

ＳＮＳは日本語表示のみとなっており、他の言

語への翻訳は旅客が所持するスマートフォン

などの端末の翻訳機能により旅客自らが行っ

ているものと考えている。 

・有人１４駅にはデジタルサイネージを設置し

ており、本社から運行情報を一斉に配信するこ

とが可能である。 

・２０１５年４月の開業当時から駅掲示の時刻

表に自社ホームページに誘導するＱＲコード

を表示している。本年７月より駅や車内にホー

ムページへ誘導するＱＲコードを掲示してい

る。ＱＲコードの案内については４カ国語で対

応している。 

・遠隔放送設備は全ての駅に設置しており宮津

指令室から一斉放送が可能である。５分以上の

遅延が発生した場合に案内放送を行うという

基準を設けて実施している。 

・車掌に携帯型翻訳機を貸与し、車内で外国語に

よる案内が必要な場合に活用して案内を行っ

ている。 

 

 

 

・沿線に日本を代表する景勝地があること

から、外国人旅行者の利用実態を踏まえ

つつ、自社ホームページでの情報提供に

ついて、多言語で実施することが望まれ

る。 

・デジタルサイネージや音声案内について

は定型文等を事前準備することで、比較

的容易に多言語での情報提供が可能とな

ることから、可能な限り実現に向けた検

討が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本所見については、沿線に日本を代表する景勝地を

有し、近年増加している訪日外国人旅行者に対して、

災害等異常時における迅速かつ分かりやすい情報提

供を行うことが重要であると認識している。 

 

現在は日本語による案内を基本としているが、外国

人旅客の利便性向上を図るため、駅や車内に掲出して

いるホームページ誘導用 QR コードについては 4 カ国

語で対応しているほか、車掌に携帯型翻訳機を貸与

し、必要に応じて外国語案内を実施している。 

 

今後は、多言語による情報提供の充実に向けた取組

として、災害等異常時に使用する定型案内文の英語表

記、デジタルサイネージ及び遠隔放送設備における多

言語案内の実現可能性について検討を進める。 

 

また、自社ホームページについても、利用実態を踏

まえつつ多言語化を段階的に推進する。 

 

今後も旅客ニーズの把握に努め、情報提供手段の継

続的な見直しを行うことで、更なるサービス向上に取

り組んでいく。 

 
 

 

 



（２／５） 
業務監査実施結果報告書 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

②計画運休に伴う情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「台風襲来に伴う計画運休に関する情報提供タ

イムライン」を２０１９年４月に作成し、計画

運休を実施する際はタイムラインに沿った情

報提供を行っている。 

・自治体等関係機関へは一覧表を予め準備し情

報提供を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タイムラインは作成から年月が経過して

いるため、情報提供タイムラインに基づ

く訓練や実運用で把握した課題につい

て、対策を検討し、必要に応じてタイムラ

インへ反映・更新することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本所見については、計画運休時における情報提供

の確実性を担保するため、情報提供タイムラインを

継続的に検証し改善していくことが、安全マネジメ

ント上重要であると認識している。 

「台風襲来に伴う計画運休に関する情報提供タイ

ムライン」は、これまで実運用において活用してい

るところであるが、作成から年月が経過しているこ

とを踏まえ、直近の計画運休対応で得られた知見や

課題を整理し、見直しを検討する。 

見直しにあたっては、関係部署及び自治体等関係

機関との連携体制を含め、情報提供の開始時期、内

容及び手順の妥当性を検証するための訓練を実施

し、その結果をタイムラインへ確実に反映する。ま

た、本タイムラインについては定期的に内容を確認

する仕組みを設け、社会環境や情報伝達手段の変化

にも適切に対応できる体制を構築する。さらに、台

風時に限らず、大雪等他の自然災害における計画運

休時の情報提供にも展開することで、非常時におい

て旅客が安心して行動できる情報提供体制の一層の

強化を図る。 

 



（３／５） 
業務監査実施結果報告書 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

③他の交通モードとの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④帰宅困難者対策 

 

 

 

 

 

 

 

・バス事業者と協定書を締結しており、列車の運

行に支障が出た際または支障が発止する恐れ

がある場合には代行輸送を実施し、必要に応じ

てタクシー事業者とも連携している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿線自治体から帰宅困難者対策に関する協力

要請はないが、沿線自治体とは連絡体制を設けて

いる。 

 

 

 

 

 

・異常時において迅速かつ確実な対応がで

きるよう引き続き事業者との連携が期待

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き自治体を含め関係機関と連絡体

制の確認を行いつつ、自治体から要請が

なされた際は協議会等への参画が望まれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本所見については、異常時における旅客輸送の確

保のため、他の交通モードとの確実な連携体制を維

持・強化していくことが重要であると認識してい

る。バス事業者とは協定書を締結し、列車の運行に

支障が生じた場合、または生じる恐れがある場合に

は速やかに代行輸送を実施できる体制を構築してい

るほか、輸送力の不足が見込まれる場合にはタクシ

ー事業者とも連携し、柔軟に対応している。今後

は、異常時における対応がより実効性の高いものと

なるよう、関係事業者との情報共有を密にするとと

もに、連絡体制や手順の妥当性について定期的に確

認を行う。また、必要に応じて対応実績の振り返り

を実施し、把握した課題を関係事業者と共有するこ

とで、更なる連携強化を図り、非常時においても旅

客の円滑な移動手段を確保できる体制の維持向上に

努めていく。 

 

本所見については、大規模災害等の発生時におけ

る帰宅困難者対策は、自治体をはじめ関係機関との

連携が重要であると認識している。沿線自治体から

現時点で帰宅困難者対策に関する協力要請はないも

のの、平時より自治体との連絡体制を構築してお

り、迅速に情報共有が行える体制を整えている。今

後も当該連絡体制の定期的な確認を行うとともに、

自治体から要請がなされた際には、協議会等へ積極

的に参画し、鉄道事業者として求められる役割を適

切に果たしていく。また、社会情勢や災害対応の動

向を踏まえ、必要に応じて自治体との情報交換を行

うなど、帰宅困難者対策に係る連携強化に努めてい

く。 

 



（４／５） 
業務監査実施結果報告書 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

２．ダイヤ改正における入念な

事前説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．賠償責任保険への加入 

 

 

 

 

 

 

・ダイヤ改正を検討する前に自治体、沿線学校に

要望や登下校時刻の調査等アンケートを実施

し、翌年のダイヤ改正の参考としている。 

・ダイヤ改正の内容が決まると公表前に資料を

自治体に送付し情報共有を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１事故あたり６０億円の賠償責任保険に加入

している。 

 

・ダイヤ改正にあたっては、可能な限り、検

討段階で自治体や沿線施設に対して丁寧な

説明が行われることが望まれる。また、沿線

学校に対しても公表前にダイヤ改正の情報

共有を行うことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道利用者保護の観点から、保険未加入と

なることがないよう取り組まれたい。 

 

 

 

本所見については、ダイヤ改正が沿線自治体や学

校をはじめとする利用者に与える影響が大きいこと

から、検討段階からの丁寧な情報共有が重要である

と認識している。現在、ダイヤ改正の検討に先立

ち、自治体及び沿線学校に対して要望や登下校時刻

等の調査を実施し、その結果をダイヤ設定の参考と

しているほか、改正内容決定後は公表前に自治体へ

資料を送付し情報共有を行っている。今後は、これ

らの取組に加え、可能な限り検討段階においても自

治体等へ説明の機会を設けるとともに、沿線学校に

対しても公表前の情報共有を行うなど、関係機関と

の連携強化を図る。引き続き、利用実態を踏まえた

ダイヤ設定に努めるとともに、関係機関との相互理

解を深めることで、地域ニーズに即した輸送サービ

スの提供につなげていく。 

 

本所見については、鉄道利用者保護の観点から、

賠償責任保険を継続的に維持することが重要である

と認識している。当社では、1 事故あたり 60 億円の

賠償責任保険に加入しており、契約更新時期の管理

を確実に行うことで、保険未加入となることがない

よう体制を整えている。今後も、補償内容及び契約

状況を定期的に確認するとともに、社会情勢や事故

発生時の賠償リスクの変化を踏まえ、必要に応じて

補償水準の妥当性についても検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５／５） 
業務監査実施結果報告書 

 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

４．駅の無人化や乗車券販売窓

口の削減に係る対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２０１５年４月の開業から有人駅、無人駅とも

に変更はない。 

・乗車券販売窓口の削減は行っていない。 

・有人駅の営業時間は旅客の利用状況に応じて

ダイヤ改正や自治体の要望に応じて営業時間

を変更している。 

・沿線自治体（京丹後市、与謝野町、宮津市、福

知山市）に駅での券売業務等を委託しており、

券売業務等について年間４回の研修も実施し

ている。 

・事前に介助の申し込みがあれば要員を手配し

可能な限り対応しているが、当日申し込みの場

合で要員が派遣できない場合は、最寄りの対応

可能な駅を案内することで対応している。 

・ワンマン列車にはＱＲ・タッチ決済端末を設置

し、ＱＲコードやクレジットカードの非接触決

済機能を使用したタッチ決済での乗車を実施

するとともに、支払い方法については英語や中

国語で案内表示を行っている。さらに、ＱＲ定

期乗車券・ＱＲ回数乗車券の販売を行い窓口の

混雑緩和を図っている。 

 

 

・無人駅で当日乗降介助の申し込みがあり、

要員を派遣できない場合は、他の駅を案

内しており、車内に備え付けられている

スロープを使用することも可能としてい

る。しかし、できる限りそのような事態が

生じないよう、乗降介助の実績から利用

状況を把握し、利用者に負担をかけない

対策を検討することが望まれる。 

・駅業務（券売業務等）を委託している自治

体からの委託内容変更等にかかる要望対

応については、利用の実情等を勘案し利

便性が低下しないよう、自治体との連携

強化の検討が期待される。 

・キャッシュレス化の取り組みは、外国人旅

行者を含めた利便性向上に効果的である

ことから、その導入状況の積極的な発信

の検討が期待される。 

 

 

 

 

 

本所見については、駅の運営体制の見直しにあた

っては、利用者の利便性及びバリアフリー対応を確

保することが重要であると認識している。 

乗降介助については、事前申し込みを基本とし要

員配置を行っているが、当日対応の実績についても

分析を行い、利用状況の把握に努めることで、利用

者に過度な負担が生じない対応策を検討していく。

あわせて、車内備え付けスロープの活用を含め、柔

軟な対応により円滑な乗降支援の充実を図る。 

駅業務を委託している沿線自治体とは、日常的な

情報共有に加え、委託内容の変更等に関する要望が

あった際には利用実態を踏まえて協議を行い、利便

性が低下することのないよう連携強化に努めてい

く。また、ワンマン列車における QR・タッチ決済端

末の導入などキャッシュレス化の取組については、

外国人旅行者を含めた利用者の利便性向上に資する

ものと認識しており、ホームページ等を活用した積

極的な情報発信を検討する。 

今後も利用者ニーズの把握を継続するとともに、

誰もが安心して利用できる駅環境の維持向上に取り

組んでいく。 

 

 

 

 

優良事例  

 

 

 

 

 

 


